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一
、
は
じ
め
に

　

日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
―
一
二
八
二
）
滅
後
、
六
老
僧
等
を

中
心
と
し
て
各
門
流
が
成
立
し
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
く
が
、

そ
の
門
流
の
一
つ
に
白
蓮
阿
闍
梨
日
興
（
一
二
四
六
―
一
三
三

三
）
を
派
祖
と
す
る
日
興
門
流
が
存
在
す
る
。
日
興
の
薫
陶
を

受
け
初
期
の
日
興
門
流
を
支
え
た
学
僧
に
は
い
わ
ゆ
る
本
六
人・

新
六
人
等
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
日
目
（
一
二
六
〇
―
一
三

三
三
）
は
奥
州
、
日
仙
（
一
二
六
二
―
一
三
五
七
）
は
四
国
に

教
線
を
広
げ
、
日
郷
（
一
二
九
三
―
一
三
五
三
）
は
安
房
国
、

そ
の
弟
子
日
睿
（
一
三
〇
九
―
六
九
）
は
九
州
日
向
国
を
布
教

し
、
日
尊
（
一
二
六
五
―
一
三
四
五
）
は
東
は
奥
州
、
西
は
石

見
国
に
至
る
地
域
を
教
化
し
、
各
地
に
寺
基
を
築
い
て
い
く
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
興
門
流
が
展
開
し
て
い
く
中
で
、
初
期
の
教

学
的
特
質
の
一
つ
に
は
諫
暁
活
動
の
展
開
が
あ
り
、
日
興
門
流

の
諫
暁
活
動
を
伺
う
こ
と
の
出
来
る
史
料
と
し
て
「
申
状
」
を

挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
日
興
門
流
に
伝
わ
る
申
状
に
は
、
聖

人
を
「
上
行
菩
薩
の
再
誕
」
と
す
る
表
現
や
類
似
す
る
表
現
が

多
く
見
ら
れ
、
法
華
経
本
門
へ
の
帰
依
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
初
期
に
お
け
る
日
興
門
流
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
る
。

　

こ
の
特
徴
的
な
上
行
菩
薩
観
は
初
期
日
興
門
流
に
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
の
か
、
他
門
流
で
は
ど
の
よ
う
に
上
行
菩
薩
を
捉

え
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
日
興
門
流

と
他
門
流
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
よ
り
明

確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
令
和
三
年
の
日
蓮
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
と
い
う

節
目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
日
蓮
聖
人
の
御
降
誕
の
意
義
を
考

え
る
中
で
、
必
然
的
に
聖
人
の
上
行
自
覚
、
上
行
菩
薩
観
に
つ

い
て
も
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る（
１
）。
こ
の
様
な
現
状
に
あ
っ
て
上

上
行
菩
薩
観
を
め
ぐ
る
一
考
察

―
初
期
日
興
門
流
を
中
心
と
し
て

―

堀　
　
　

江　
　
　

瑛　
　
　

正
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行
菩
薩
観
の
一
端
を
検
討
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
初
期
に
お
け
る
日
蓮
聖
人
観・

宗
祖
観

を
浮
き
彫
り
と
し
、
初
期
日
興
門
流
に
お
け
る
聖
人
教
学
受
容

の
一
側
面
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
日
蓮
聖
人

に
お
け
る
自
己
規
定
を
再
確
認
し
、
日
興
門
流
と
他
門
流
の
比

較
の
た
め
初
期
門
流
に
お
け
る
諸
師
の
上
行
菩
薩
観
に
関
す
る

主
張
を
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
上
行
菩
薩
観
の
変
遷
を

辿
り
、
日
興
門
流
教
学
を
研
究
す
る
上
で
の
基
礎
作
業
の
一
つ

と
し
た
い
。

　

本
稿
に
お
け
る
初
期
日
興
門
流
と
は
、
門
祖
で
あ
る
日
興
及

び
そ
の
孫
弟
子
世
代
ま
で
を
指
す
。
よ
っ
て
比
較
す
る
他
門
流

に
関
し
て
も
そ
れ
に
準
じ
る
世
代
の
先
師
を
対
象
と
し
、
年
代

的
に
は
聖
人
滅
後
お
よ
そ
一
〇
〇
年
の
間
に
活
躍
し
た
先
師
を

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
自
己
規
定
の
再
確
認

　

ま
ず
、
聖
人
の
自
己
規
定
か
ら
確
認
し
た
い
。
聖
人
に
お
け

る
上
行
自
覚
に
至
る
ま
で
の
認
識
の
変
遷
を
辿
る
と
以
下
の
様

に
な
る
。

❶
八
十
万
億
那
由
他
の
菩
薩
と
し
て
の
自
覚

　

聖
人
は
『
寺
泊
御
書
』
に
お
い
て
、

日
蓮ﾝ ハ

八
十
万
億
那
由
他ﾝ ノ

諸ﾝ ノ

菩
薩ﾝ ノ

為ﾝ シ
テ

ｲ

代
官ﾝ トｱ

申ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

。
彼
諸ﾝ ノ

菩

薩ﾝ ノ

請ﾝ ルｲ

加
被ﾝ ヲｱ

者
也（
２
）。

　

と
、
法
華
経
勧
持
品
の
八
十
万
億
那
由
多
の
菩
薩
の
代
官
と

し
て
弘
通
す
る
こ
と
の
決
意
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
開

目
抄
』
で
は
、

又
云ﾝ ク

数
々
見
擯
出
等
云
云
、
日
蓮
法
華
経
の
ゆ
へ
に
度
々

な
が
さ
れ
ず
ば
数
々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。
此
の
二
字

は
天
台・

伝
教
も
い
ま
だ
よ
み
給
は
ず
。
況ﾝ ヤ

余
人
を
や
。

末
法
の
始
の
し
る
し
、
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
ゆ
へ

に
、
但
日
蓮
一
人
こ
れ
を
よ
め
り（
３
）。

　

と
、
勧
持
品
の
「
恐
怖
悪
世
中
」
の
経
文
を
聖
人
一
人
が
読

め
り
と
宣
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
人
の
末
法
に
お
け
る
法

華
経
弘
通
の
自
負
心
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
、
聖
人
は
八
十
万
億
那
由
他
の
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
、
つ
ま

り
迹
化
の
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
こ
の
時
点
で
は
有
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
開
目
抄
』
に
は
、
こ
の
説
示
の
他
に
注
目
さ
れ

る
も
の
と
し
て
、「
法
華
経
の
行
者
」
の
説
示
が
あ
る
。
次
に
こ

の
点
を
確
認
す
る
。
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❷
『
開
目
抄
』
に
お
け
る
法
華
経
の
行
者
の
説
示

　
『
開
目
抄
』
に
は
「
法
華
経
の
行
者
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し

述
べ
ら
れ
、
そ
の
数
は
三
十
回
に
も
及
ん
で
い
る（
４
）。
そ
の
中
か

ら
、
い
く
つ
か
の
説
示
を
確
認
し
た
い
。

（
１
） 

日
蓮
が
法
華
経
の
智
解
は
天
台
伝
教
に
は
千
万
が
一
分

も
及ﾝ フ

事
な
け
れ
ど
も
、
難
を
忍
び
慈
悲ﾝ ノ

す
ぐ
れ
た
る
事ﾝ ハ

を
そ
れ
を
も
い
だ
き
ぬ
べ
し
。
定
で
天
の
御
計ﾝ ヒ

に
も
あ

づ
か
る
べ
し
と
存
ず
れ
ど
も
、
一
分
の
し
る
し
（
験
）

も
な
し
。
い
よ
い
よ
重
科
に
沈ﾝ ム

。
還
て
此
事ﾝ ヲ

計ﾝ リ

み
れ
ば

我
身
の
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
又
諸
天
善
神

等
の
此
国
を
す
て
ゝ
去ﾝ リ

給ﾝ ヘ

る
か
。
か
た
が
た
疑
は
し（
５
）。

（
２
） 

日
蓮
な
く
ば
誰
を
か
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
語
を
た

す
け
ん
。
南
三
北
七
々
大
寺
等
猶
像
法
の
法
華
経
の
敵

の
内
、
何ﾝ ニ

況ﾝ ヤ

当
世
の
禅・

律・

念
仏
者
等ﾝ ハ

脱
べ
し
や
。

経
文
に
我
が
身
普
合
せ
り
。
御
勘
気
を
か
お
（
蒙
）
れ

ば
い
よ
い
よ
悦ﾝ ヒ

を
ま
す
べ
し（
６
）。

（
３
） 

但ﾝ シ

世
間
の
疑
と
い
ゐ
、
自
心
の
疑ﾝ ヒ

と
申ﾝ シ

、
い
か
で
か
天

扶ﾝ ケ

給ﾝ ハ

ざ
る
ら
ん
。
諸
天
等
の
守
護
神
は
仏
前
の
御
誓
言

あ
り
。
法
華
経
の
行
者
に
は
さ
る
（
猨
）
に
な
り
と
も

法
華
経
の
行
者
と
が
う
（
号
）
し
て
、
早
々
に
仏
前
の

御
誓
言
を
と
げ
ん
と
こ
そ
を
ぼ
す
べ
き
に
、
其
義
な
き

は
我
身
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
此
疑
は
此
書ﾝ ノ

肝
心
、一
期
の
大
事
な
れ
ば
、
処
々
に
こ
れ
を
か
く
上
、

疑
を
強
く
し
て
答
を
か
ま
う
べ
し（
７
）。

（
４
） 

抑
た
れ
や
の
人
か
衆
俗
に
悪
口
罵
詈
せ
ら
る
ゝ
。
誰ﾝ ノ

僧

か
刀
杖
を
加
へ
ら
る
ゝ
。
誰
の
僧
を
か
法
華
経
の
ゆ
へ

に
公
家
武
家
に
奏
す
る
。
誰
の
僧
か
数
数
見
擯
出
と
度
々

な
が
さ
る
ゝ
。
日
蓮
よ
り
外
に
日
本
国
に
取
出ﾝ サ

ん
と
す

る
に
人
な
し
。
日
蓮
は
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ず
、
天

こ
れ
を
す
て
給
ゆ
へ
に
。
誰
を
か
当
世
の
法
華
経
の
行

者
と
し
て
仏
語
を
実
語
と
せ
ん
。
仏
と
提
婆
と
は
身
と

影
と
の
ご
と
し
。
生
々
に
は
な
れ
ず
。
聖
徳
太
子
と
守

屋
と
は
蓮
華
の
花
菓
同
時
な
る
が
ご
と
し
。
法
華
経
の

行
者
あ
ら
ば
必
三
類
の
怨
敵
あ
る
べ
し
。
三
類
は
す
で

に
あ
り
。
法
華
経
の
行
者
は
誰
な
る
ら
む
。
求ﾝ メ

て
師
と

す
べ
し（
８
）。

　
（
１
）・

（
２
）・

（
３
）
の
文
中
に
は
「
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら

ざ
る
か
」
と
い
う
疑
問
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
説
示
以
外
に
も
存
在
し
、『
開
目
抄
』
の

中
で
、
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
３
）
で
は
こ

の
疑
問
こ
そ
が
、『
開
目
抄
』
の
肝
心
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
疑
問
と
は
法
華
経
を
信
仰
し
、
弘
通
し
て
い
る
聖
人
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が
何
故
守
護
し
て
い
た
だ
け
な
い
の
か
。
と
い
う
外
に
向
か
っ

て
の
疑
問
で
は
な
く
、
法
華
経
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
道
に
随
っ

て
進
ん
で
い
る
自
分
に
、
何
が
ま
だ
足
り
て
い
な
い
の
か
。
と

い
う
自
分
自
身
へ
の
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、（
２
）
の
文
と
❶
の
『
開
目
抄
』
の
文
に
よ
っ
て
、
複

数
回
の
流
罪
の
預
言
を
佐
渡
流
罪
に
よ
っ
て
実
証
し
た
の
だ
と

い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　

そ
し
て
、（
４
）
に
は
悪
口
罵
詈
、
刀
杖
の
難
を
経
験
し
、
公

家
武
家
に
対
す
る
諫
暁
を
行
い
、
経
文
の
通
り
に
複
数
回
の
流

罪
に
あ
っ
た
者
は
日
蓮
よ
り
他
に
は
な
く
、
日
蓮
が
法
華
経
の

行
者
で
な
い
と
す
れ
ば
誰
が
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
の
か
。
と

述
べ
ら
れ
、
三
類
の
強
敵
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
華

経
の
行
者
も
存
在
す
る
。
そ
の
行
者
を
求
め
て
師
と
す
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
開
目
抄
』
の
文
中
に
は
初
め
か
ら
聖
人
が
ご

自
身
を
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
規
定
し
た
文
は
な
く
、
繰

り
返
さ
れ
る
疑
問
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
聖
人
以
外
に
当
て

は
ま
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
慎
重

に
言
葉
を
選
択
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

❸�

『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
け
る
地
涌
千
界・

地
涌
菩
薩
等
の

説
示

　

聖
人
は
『
開
目
抄
』
で
は
「
法
華
経
の
行
者
」
に
視
点
が
置

か
れ
、
繰
り
返
し
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
一
方
で
、

『
観
心
本
尊
抄
』
で
は
地
涌
千
界・

地
涌
菩
薩
等
に
視
点
を
置
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
け
る
地
涌
千
界・

地
涌
菩
薩
等
の
説
示
を
い
く
つ
か
確
認
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

（
１
） 

此
本
門ﾝ ノ

肝
心
於ﾝ テ
ハ

ｲ

南
無
妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五
字ﾝ ニｱ

仏
猶
文
殊
薬

王
等ﾝ ニ
モ不ﾚ

付ｲ

属ﾝ シ
タ
マ
ハ之ﾝ ヲｱ

。
何ﾝ ニ

況ﾝ ヤ

其
已
下ﾝ ヲ
ヤ乎

。
但
召ﾝ シ
テ

ｲ

地

涌
千
界ﾝ ヲｱ

説ﾝ テｲ

八
品ﾝ ヲｱ

付ｲ

属ﾝ シ
タ
マ
フ之ﾝ ヲｱ （
９
）。

（
２
） 

末
法ﾝ ノｲ

初ﾝ ハ

謗
法ﾝ ノ

国　

悪
機ﾝ ナ
ル故ﾝ ニ

止ﾝ メﾚ

之ﾝ ヲ　

召ﾝ テｲ

地
涌
千
界ﾝ ノ

大

菩
薩ﾝ ヲｱ

寿
量
品ﾝ ノ

肝
心ﾝ タ
ル以ﾝ テｲ

妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五
字ﾝ ヲｱ

令ﾝ メ
タ
マ
フ

ﾚ

授ｲ

与ﾝ セ

閻
浮ﾝ ノ

衆
生ﾝ ニｱ

也
）
（1
（

。

（
３
） 

本
門ﾝ ノ

四
依
地
涌
千
界ﾝ ハ

末
法ﾝ ノ

始ﾝ ニ

必ﾝ ス

可ﾝ シｲ

出
現ﾝ スｱ

。
今ﾝ ノ

遣
使
還

告ﾝ ハ

地
涌
也
。
是
好
良
薬ﾝ ト
ハ寿

量
品ﾝ ノ

肝
要ﾝ タ
ル名

体
宗
用
教ﾝ ノ

南
無

妙
法
蓮
華
経
是
也
）
（（
（

。

（
４
） 

如ﾝ クﾚ

是ﾝ ノ

現ﾝ シ
テ

ｲ

十
神
力ﾝ ヲｱ

地
涌ﾝ ノ

菩
薩ﾝ ニ

嘱ｲ

累ﾝ シ
テ妙
法ﾝ ノ

五
字ﾝ ヲｱ

云ﾝ ク

）
（1
（

（
５
） 
驚ﾝ テ

云ﾝ ク　

法
華
経
並ﾝ ニ

本
門ﾝ ハ

以ﾝ テｲ

仏ﾝ ノ

滅
後ﾝ ヲｱ

為ﾝ シ
テ

ﾚ

本ﾝ ト

先ﾝ ツ

地
涌
千
界ﾝ ニ

授ｲ
与ﾝ ス

之ﾝ ヲｱ

。
何ﾝ ソ

正
像ﾝ ニ

出
現ﾝ シ
テ不ﾝ ル
ヤ

ﾚ

弘ｲ

通ﾝ セ

此
経ﾝ ヲｱ

乎
）
（1
（

。

（
６
） 

此
時
地
涌ﾝ ノ

菩
薩
始ﾝ テ

出ｲ

現ﾝ シ

世ﾝ ニｱ

但
以ﾝ テｲ

妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五
字ﾝ ヲｱ
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令ﾝ ムﾚ

服ﾝ セｲ

幼
稚ﾝ ニｱ

）
（1
（

。

（
７
） 

此
時
地
涌
千
界
出
現ﾝ シ
テ本
門ﾝ ノ

釈
尊ﾝ ノ

為ﾝ リ
テ

ｲ

脇
士ﾝ トｱ　

一
閻
浮
提

第
一ﾝ ノ

本
尊
可ﾝ シﾚ

立ﾝ ツｲ

此
国ﾝ ニｱ

）
（1
（

。

（
８
） 
四
大
菩
薩ﾝ ノ

守ｲ

護ﾝ シ
タ
マ
ハ
ン
コ
ト此
人ﾝ ヲｱ

大
公
周
公ﾝ ノ

摂ｲ

扶ﾝ シ

成
王ﾝ ヲｱ

四
晧ﾝ カ

侍ｲ
奉ﾝ セ
シ
ニ恵
帝ﾝ ニｱ

不ﾝ ルﾚ

異ﾝ ナ
ラ者
也
）
（1
（

。

　
（
１
）、（
２
）、（
３
）、（
４
）、（
５
）、（
６
）
で
は
、
お
題

目・

法
華
経
本
門
等
が
地
涌
千
界
の
菩
薩
に
付
属
さ
れ
て
お
り
、

末
法
の
は
じ
め
に
出
現
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

（
７
）
で
は
、
地
涌
千
界
の
菩
薩
達
が
本
門
の
釈
尊
の
脇
士
と

な
っ
て
、
一
閻
浮
提
第
一
の
御
本
尊
を
建
立
す
る
と
あ
る
。
そ

し
て
、（
８
）
で
は
、地
涌
千
界
の
四
大
菩
薩
が
行
者
を
守
護
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
上
行

菩
薩
を
は
じ
め
と
す
る
地
涌
千
界
の
菩
薩
の
役
割
は
、
末
法
に

出
現
し
、
釈
尊
よ
り
付
属
を
受
け
た
お
題
目
、
法
華
経
本
門
を

弘
通
す
る
こ
と
、
釈
尊
の
脇
士
と
な
っ
て
、
本
尊
を
立
て
る
こ

と
、
行
者
を
守
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

❹
否
定
的
表
現

　

❸
の
よ
う
に
上
行
菩
薩
を
は
じ
め
と
す
る
地
涌
の
菩
薩
を
位

置
づ
け
た
聖
人
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
聖
人
ご
自
身
が
上
行

菩
薩
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。
聖
人
ご
自
身
と

上
行
菩
薩
と
の
関
係
を
述
べ
た
説
示
の
一
例
を
見
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

『
新
尼
御
前
御
返
事
』

而ﾝ ル

に
日
蓮
上
行
菩
薩
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
ほ
ぼ
兼
て
こ
れ

を
し
れ
る
は
、
彼
の
菩
薩
御
計ﾝ ラ
ヒか
と
存ﾝ シ

て
、
此
二
十
余
年

が
間
此
を
申ﾝ ス

）
（1
（

。

『
曾
谷
入
道
殿
許
御
書
』

予
倩
案ﾝ ス
ル
ニ

ｲ

事
之
情ｱ

大
師
於ｲ

薬
王
菩
薩ﾝ トｱ

侍ﾝ シ
テ

ｲ

於
霊
山
会
上ﾝ ニｱ

仏
上
行
菩
薩
出
現
之
時ﾝ ヲ

兼ﾝ テ

記ﾝ シ
タ
マ
フ

ﾚ

之ﾝ ヲ

故ﾝ ニ

粗
喩ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

歟
。
而ﾝ ル
ニ予

非ﾝ レ
ト
モ

ｲ

地
涌ﾝ ノ

一
分ﾝ ニｱ

兼ﾝ テ

知ﾝ ルｲ

此
事ﾝ ヲｱ

。
故ﾝ ニ

前ｲ

立ﾝ テ

地
涌
之
大
士ﾝ ニｱ

粗

示ﾝ スｲ

五
字ﾝ ヲｱ

）
（1
（

。

『
本
尊
問
答
抄
』

経
に
は
上
行・

無
辺
行
等
こ
そ
出
で
て
ひ
ろ
め
さ
せ
給ﾝ フ

べ

し
と
見
へ
て
候
へ
ど
も
、
い
ま
だ
見
へ
さ
せ
給
は
ず
。
日

蓮
は
其
人
に
は
候
は
ね
ど
も
ほ
ぼ
こ
ゝ
ろ
え
て
候
へ
ば
、

地
涌
の
菩
薩
の
出ﾝ テ

さ
せ
給ﾝ フ

ま
で
の
口
ず
さ
み
に
、
あ
ら
あ

ら
申ﾝ シ

て
況
滅
度
後
の
ほ
こ
さ
き
に
当ﾝ リ

候
也
）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
で
は
上
行
菩
薩
で
は
な

い
が
、
ほ
ぼ
こ
れ
を
兼
ね
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、『
曾
谷
入
道

殿
許
御
書
』
で
は
、
地
涌
の
菩
薩
の
一
分
で
は
な
い
が
、
上
行

菩
薩
出
現
の
時
を
示
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
た
め
に
、
地
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涌
の
菩
薩
に
先
だ
っ
て
ほ
ぼ
五
字
を
示
す
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

　

ま
た
、『
本
尊
問
答
抄
』
で
は
、
上
行
菩
薩・

無
辺
行
菩
薩
が

弘
通
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
ま
だ
お
見
え
に
な
ら
な
い
の

で
、
日
蓮
は
そ
の
人
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
そ
の
弘
通
を
こ
こ
ろ

え
て
い
る
た
め
に
、
地
涌
の
菩
薩
が
お
い
で
に
な
る
ま
で
口
ず

さ
み
に
申
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
篇
の
御
遺
文
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
上
行
菩
薩

乃
至
地
涌
の
一
分
な
ど
、
末
法
に
お
い
て
法
華
経・

お
題
目
を
ひ

ろ
め
る
役
目
を
お
っ
た
者
で
は
な
い
が
、
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

一
方
で
条
件
的
に
で
は
あ
る
が
、
一
部
直
接
的
に
上
行
菩
薩

と
聖
人
を
結
ぶ
と
も
取
る
こ
と
の
で
き
る
表
現
を
用
い
た
遺
文

も
見
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
点
を
確
認
す
る
。

❺
直
接
的
表
現

　

直
接
的
と
も
と
れ
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
遺
文
は
二
篇

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
下
山
御
消
息
』

今
の
時
は
世
す
で
に
上
行
菩
薩
等
の
御
出
現
の
時
剋
に
相

当
れ
り
）
11
（

。

『
頼
基
陳
状
』

（
１
） 

日
蓮
聖
人
は
御
経
に
と
か
れ
て
ま
し
ま
す
が
如
く
ば
、

久
成
如
来
の
御
使
、
上
行
菩
薩
の
垂
迹
、
法
華
本
門
の

行
者
、
五
五
百
歳
の
大
導
師
に
て
御
座
候
）
1（
（

。

（
２
） 

日
蓮
聖
人ﾝ ノ

御
房ﾝ ハ

三
界ﾝ ノ

主
、
一
切
衆
生
の
父
母
、
釈
迦
如

来
の
御
使
上
行
菩
薩
に
て
御
座
候
け
る
）
11
（

　

一
つ
目
の
『
下
山
御
消
息
』
は
因
幡
房
日
永
に
代
わ
っ
て
聖

人
が
起
草
し
た
弁
明
書
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
今
の
時
は
世
す

で
に
上
行
菩
薩
等
の
御
出
現
の
時
剋
に
相
当
れ
り
。」
と
、
上
行

菩
薩
の
出
現
を
明
確
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
頼
基
陳
状
』
再
治
本
で
は
、（
１
）
と
（
２
）
の
二
箇

所
に
わ
た
っ
て
説
示
を
確
認
で
き
、
聖
人
を
上
行
菩
薩
ま
た
は

そ
の
垂
迹
と
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
頼
基
陳
状
』
は
四
條

氏
か
ら
江
馬
氏
に
対
す
る
陳
状
を
聖
人
が
代
作
し
た
形
を
取
っ

て
い
る
た
め
、
そ
の
文
献
的
性
格
は
『
下
山
御
消
息
』
に
類
似

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
聖
人
の
上
行
菩
薩
等
の
地
涌
の
菩
薩
へ
の
言
及

は
自
分
自
身
だ
け
で
は
な
く
門
下
に
向
け
ら
れ
た
も
の
も
確
認

出
来
る
。
次
に
そ
の
点
を
確
認
し
た
い
。

❻
門
下
へ
の
表
現

　

門
下
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
遺
文
は
二
篇
確
認
で
き
る
。
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『
四
條
金
吾
殿
御
返
事
』
断
片

只
事
の
心
を
案
ず
る
に
、
日
蓮
が
道
を
た
す
け
ん
と
、
上

行
菩
薩
貴
辺
の
御
身
に
入ﾝ リ

か
は
ら
せ
給
へ
る
か
。
又
教
主

釈
尊
の
御
計ﾝ ヒ

か
）
11
（

。

『
新
加
断
簡
』

日
秀
日
弁
さ
せ
る
僧
に
は
あ
ら
ね
と
ん
、
浄
行
一
分
也
）
11
（

　
『
四
條
金
吾
殿
御
返
事
』
で
は
四
條
金
吾
に
対
し
て
、
聖
人
の

道
を
助
け
る
た
め
に
上
行
菩
薩
が
そ
の
身
に
入
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
日
蓮
宗
新
聞
』
に
て
紹
介

さ
れ
た
『
新
加
断
簡
』
の
文
に
関
し
て
、
再
解
読
し
た
都
守
基

一
氏
は
、
日
秀・

日
弁
は
上
行
の
一
分
で
あ
る
と
聖
人
が
讃
え

た
も
の
と
し
て
い
る
）
11
（

。

　

浄
行
と
上
行
に
つ
い
て
は
『
撰
時
抄
』
に
て
三
箇
所
の
浄
行

菩
薩
と
の
語
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
真
蹟
で
は
浄
行
で
あ
る
が
、

『
昭
和
定
本
』
で
は
上
行
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
都
守
氏

は
通
音
で
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
上
行
菩
薩
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
類

似
す
る
表
現
と
し
て
『
上
野
殿
御
返
事
』
に
は
、

貴
辺
は
す
で
に
法
華
経
の
行
者
に
似
さ
せ
給
へ
る
事
、
さ

る
（
猨
）
の
人
に
似
、
も
ち
ゐ
（
餅
）
の
月
に
似
た
る
が

ご
と
し
）
11
（

。

　

と
南
条
氏
に
対
し
て
、
法
華
経
の
行
者
に
似
て
い
る
と
の
表

現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
の
二
篇
と
違
い
菩
薩
で
は
な
く
、
ほ

ぼ
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
聖
人
の
自
己
規
定
を
再
確
認
し
、
門
下
へ
の
表
現
も

あ
わ
せ
て
確
認
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
聖
人
が
慎
重
に
言
葉

を
選
び
、
直
接
的
な
表
現
を
避
け
つ
つ
門
下
に
示
し
て
い
る
こ

と
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
一
部
聖
人
が
代

作
し
た
弁
明
書
等
に
つ
い
て
は
直
接
的
と
も
と
れ
る
表
現
が
用

い
ら
れ
、
門
下
に
対
し
て
も
上
行・

浄
行
菩
薩
で
あ
る
と
の
表

現
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
た
遺
文

が
後
世
に
お
け
る
門
下
の
上
行
菩
薩
観
の
形
成
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
11
（

。

三
、
日
興
門
流
の
主
張

　

聖
人
の
自
己
規
定
を
門
下
が
ど
の
様
に
解
釈
し
、
継
承
し
て

い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
教
団
史・

教
学
史
の
両
面
に
わ
た

る
事
柄
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
聖
人
滅
後
に
お
け
る

史
料
が
豊
富
な
日
興
門
流
か
ら
確
認
を
進
め
る
。
日
興
門
流
に

お
け
る
主
張
を
ま
と
め
た
も
の
を
「
日
興
門
流
の
主
張
」
と
し

て
以
下
に
示
し
た
。
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日
興
門
流
の
主
張

日
興

申
状

嘉
暦
二
年

①

然
而
聖
主
御
宇
之
今
也
。
時
機
已ﾝ ニ

又
至ﾝ レ
リ。

弘
通ﾝ ノ

期
幾
日ﾝ ソ
ヤ。

就ﾚ

中
天
台
伝
教
者
当ﾝ テｲ

像
法
之
時ﾝ ニｱ

而

演
説ﾝ シ

、
日
蓮
聖
人
迎ﾝ ヘ
テ

ｲ

末
法
之
代ﾝ ヲｱ

而
恢
弘ﾝ ス

。
彼
者
薬
王
之
後
身
、
此
者
上
行
之
再
誕
矣
。
経
文ﾝ ニ

所ﾚ

載ﾝ ス
ル解
釈
炳
焉
者
也
）
11
（

。

三
時
弘
教
次
第

②

※
枠
外
に
表
記

日
順

五
人
所
破
事

③

日
興
奏ﾝ シｲ

公
家ﾝ ニｱ

訴ﾝ テｲ

武
家ﾝ ニｱ

云
、

日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
忝ﾝ モ

上
行
菩
薩
之
再
誕ﾝ ニ
シ
テ本

門
弘
経
之
大
権
也
。〈
中
略
〉
日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
迎ﾝ ヘ
テ

ｲ

末
法
之
代ﾝ ヲｱ

而
伝
弘ﾝ ス

。
彼ﾝ ハ

者
薬
王
之
後
身
、
此ﾝ ハ

者
上
行
之
再
誕ﾝ ナ
リ矣

。
経
文ﾝ ニ

所ﾚ

載
解
釈
炳
焉ﾝ タ
ル者

也
）
11
（

。

④

倩ﾝ ラ

尋ﾝ レ
ハ

ｲ
聖
人
出
世
之
本
懐ﾝ ヲｱ

者
、
源ﾝ ト

改ﾝ メｲ

権
実
已
過
之
化
導ﾝ ヲｱ

、
為ﾝ ナ
リ

ﾚ

弘ﾝ ン
カ

ｲ

上
行
所
伝
之
乗
戒ﾝ ヲｱ

。
所ﾝ ノﾚ

図ﾝ ス
ル

本
尊ﾝ ハ

者
亦
正
像
二
千
之
間
一
閻
浮
提
之
内
未
曽
有ﾝ ノ

大
曼
荼
羅
也
）
11
（

。

申
定
土
代
案

⑤

又
上
行
菩
薩ﾝ ノ

出
世
釈ﾝ ト
シ
テ語

代
則
像
終
末
始
、
尋
地
則
唐
東
羯
西
、
尋
人
則
闘
諍
之
時
、
経
云
、
猶
多

怨
嫉
況
滅
度
後
、
此
言
良
所
以
哉ﾝ ト

治
定
ノ
釈
、
日
蓮
聖
人
出
世
候
ハ
ス
ハ
、
誰
人
ヲ
上
行
菩
薩
ト

定
候
ヘ
キ
）
1（
（

⑥

此ﾝ レ

偏ﾝ ヘ
ニ世
間ﾝ ノ

事
及
ハ
ス
、
依ﾝ ルｲ
仏
法ﾝ ニｱ

夭
怪ﾝ ニ

候
。
所
詮
時
節
到
来ﾝ ノ

上ﾝ ハ

者
、
任ﾝ セｲ

神
力
品ﾝ ノ

付
嘱ﾝ ニｱ

、
上
行
菩

薩ﾝ ノ

再
誕
日
蓮
聖
人ﾝ ヲ

為ﾝ シｲ

国
師ﾝ トｱ
）
11
（

、

日
順
阿
闍
梨
血

脈

⑦

当ﾝ ニﾚ

知ﾝ ル

、
日
蓮
聖
人ﾝ ノ

出
現ﾝ ハ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

後
身ﾝ ナ
リ。

行
者
已ﾝ ニ

出
世ﾝ シ
テ弘ｲ

通ﾝ ス

結
要
付
嘱ﾝ ヲｱ

。
世
人
生ﾝ スｲ

信
謗ﾝ ヲｱ

豈ﾝ ニ

非ﾝ ス
ヤ

ｲ

広
宣
流
布ﾝ ニｱ

耶
）
11
（

、

⑧

倩ﾝ ラ

案ﾝ ス
ル
ニ

ｲ

事ﾝ ノ

意ﾝ ヲｱ

天
台
大
師ﾝ ハ

者
薬
王ﾝ ノ

応
誕
迹
化ﾝ ノ

菩
薩
也
、
像
法ﾝ ノ

世ﾝ ニ

弘ﾝ ムｲ

迹
門ﾝ ヲｱ

日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
上
行ﾝ ノ

後
身
本

化ﾝ ノ

大
人
也
。
末
法ﾝ ノ

時ﾝ ニ

立ｲ

本
門ﾝ ヲｱ

）
11
（

。
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⑨

南
無
久
遠
実
成
釈
迦
如
来
上
行
菩
薩
―
後
身
日
蓮
聖
人
―
本
門
所
伝
導
師
日
興
上
人
―
日
頂
上
人

〈
本
尊
所
伝
師
範
、
但
号ｲ

天
台
沙
門ｱ

〉
―
日
澄
〈
類
聚
相
承
大
徳
和
尚
〉
―
日
順
）
11
（

用
心
抄

⑩

雖ﾚ

然ﾝ ト

試ﾝ ニ

示ﾝ シ
テ

ｲ

一
端ﾝ ヲｱ

信
謗
結
縁ﾝ ト
セ
ン人ﾝ ハ

者
上
行
後
身ﾝ ノ

日
蓮
聖
人
也
。
法ﾝ ハ

者
寿
量
品ﾝ ノ

肝
心ﾝ タ
ル五

字ﾝ ノ

題
目
也
）
11
（

。

⑪

末
法
万
年
之
内
先ﾝ ツ

以ﾝ テｲ

五
百
年ｱ

名ﾝ クｲ

闘
諍
堅
固ﾝ トｱ

、
蓋ﾝ シ

上
行
出
世
之
境
、
本
門
流
布
之
時
也
、
仏
付

不ﾚ

違ﾝ ハ

経
釈
符
合ﾝ シ
テ、今ﾝ ヤ

也
日
蓮
聖
人
到
来ﾝ シ
玉
フ、正ﾝ ク

是ﾝ レ

上
行
菩
薩
之
大
権
也
（
立
破
宗
趣
粗
如ｲ

向
説ｱ

）
11
（

）

誓
文

⑫

抑
日
蓮
聖
人
者
忝ﾝ ク
モ上
行
菩
薩ﾝ ノ

後
身
、
当
時
利
益ﾝ ノ

大
権
也
。
為ﾝ ニｲ

未
了ﾝ ノ

者ﾝ ノｱ

、
以ﾝ テﾚ

事ﾝ ヲ

顕ﾝ スﾚ

理ﾝ ヲ

之
昔ﾝ ハ

出ｲ

現ﾝ シ
テ虚

空
会ﾝ ニｱ

受ﾝ ケｲ

以
要
言
之ﾝ ノ

付
嘱ｱ

、
後
五
百
歳ﾝ ニ

必ﾝ ス

応ﾝ キ
ノ

ｲ

流
伝ﾝ スｱ

之
今ﾝ ハ

降ｲ

臨ﾝ シ
テ扶

桑
国ﾝ ニｱ

示ﾝ シ
玉
フ

ｲ

広
宣
流
布ﾝ ノ

実

語ﾝ ヲｱ

）
11
（

、

本
門
心
底
抄

⑬

伏ﾝ シ
テ惟ﾝ ル
ニ正

像
稍
過ﾝ キ

已ﾝ テ

末
法
太ﾝ タ

有ﾝ リﾚ

今ﾝ ニ

、
権
迹
倶ﾝ ニ

停
止ﾝ シ
テ本

門
宜ﾝ クｲ

信
受ﾝ スｱ

、
所
謂
従
地
涌
出ﾝ ノ

下
方ﾝ ノ

大
士
、

神
力
別
付ﾝ ノ

上
行
応
化ﾝ ノ

日
蓮
聖
人
、
宣
示
顕
説ﾝ ノ

妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五
字
是
也
）
11
（

、

摧
邪
立
正
抄

⑭

末
法
万
年
之
時ﾝ ニ
ハ召ﾝ シ
テ

ｲ

本
化
上
行ﾝ ヲｱ

嘱ﾝ シｲ

本
門ﾝ ノ

秘
要ﾝ ヲｱ

、
仏
付
不ﾚ

違ﾝ ハ

経
説ﾝ ニ

符
合ﾝ ス

。
日
蓮
聖
人
出
現ﾝ シ
テ結

要

付
嘱ﾝ ヲ

弘
通ﾝ ス

。
宣
示ﾝ ノ

相
貌
即ﾝ チ

是ﾝ レ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

後
身
也
）
11
（

。

⑮

第
六ﾝ ニ

称ﾝ シ
テ

ｲ

富
士
義ﾝ トｱ
所ﾚ
学ﾝ ル

尤
然
也
、
夫ﾝ レ

日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
忝ﾝ モ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

応
化
末
法
流
布ﾝ ノ

導
師
也
、
為ﾝ メ
ニ

ｲ

未

了
者ｱ

以ﾝ テﾚ

事ﾝ ヲ

顕ﾝ スﾚ

理ﾝ ヲ

之
昔ﾝ ハ

、
出ｲ

現ﾝ シ
テ虚
空
会ﾝ ニｱ

受ﾝ ケｲ

以
要
言
之ﾝ ノ

付
嘱ﾝ ヲｱ

、
後
五
百
歳
必
応
流
伝
之
今ﾝ ハ

降ｲ

臨ﾝ シ
テ扶

桑
国ﾝ ニｱ

表ﾝ スｲ

広
宣
流
布ﾝ ノ

実
語ﾝ ヲｱ
）
1（
（

、

⑯

次ﾝ ニ

富
士ﾝ ノ

義ﾝ ニ

云
、
日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
上
行
菩
薩
ニ
テ
御
座ﾝ ス

、
大
宮
方
ニ
ハ
迹
化ﾝ ノ

菩
薩
ト
申
ハ
僻
見
也ﾝ ト

云
々
）
11
（

、

⑰

富
士ﾝ ノ

義ﾝ ニ

云
、
抑
今
末
法
ニ
ハ
本
門ﾝ ノ

妙
法
蓮
華
経
ヲ
可ﾝ シﾚ

弘ﾝ ム

、
彼ﾝ ノ

要ﾝ ノ

一
法
ヲ
ハ
普
賢
文
殊
観
音
薬
王
等ﾝ ノ

大
菩
薩
ニ
モ
不ｲ

付
嘱ﾝ セｱ

但
召ﾝ シ
テ

ｲ

地
涌ﾝ ノ

上
行
等ﾝ ヲｱ
付ｲ
嘱ﾝ シ
タ
マ
フ之ﾝ ヲｱ

、
今
日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
妙
法ﾝ ノ

五
字
ヲ
一
切ﾝ ノ

順

逆
ニ
授
ケ
玉
ヘ
リ
、
豈ﾝ ニ

非ﾝ ス
ヤ

ｲ

上
行ﾝ ニｱ

哉
）
11
（

、
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日
道

申
状

⑱

然ﾝ ル
ニ先

師
日
蓮
聖
人ﾝ ハ

者
生
知ﾝ ノ

妙
悟
深ﾝ ク

究ﾝ メｲ

法
華ﾝ ノ

淵
底ﾝ ヲｱ

、天
真
独
朗
玄ﾝ カ
ニ鑑ﾝ タ
マ
フ

ｲ

未
萌ﾝ ノ

災
孼ﾝ ヲｱ

矣
、如ﾝ ク
ン
ハ

ｲ

経
文ﾝ ノｱ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

後
身
遣
使
還
告ﾝ ノ

薩
埵
也
、
若ﾝ シ

爾ﾝ レ
ハ所
弘ﾝ ノ

法
門
寧ﾝ ロ

非ﾝ スｲ

塔
中
伝
付ﾝ ノ

秘
要
末
法
適
時ﾝ ノ

大
法ﾝ ニｱ

乎
）
11
（

日
尊

申
状

⑲

今ﾝ マ

釈
尊ﾝ ノ

滅
後
於ﾝ テｲ

末
法ﾝ ノ

中ﾝ ニｱ

涌
出ﾝ ノ

菩
薩
令ﾝ メ
ハ

ﾚ

弘ｲ

通ﾝ セ

正
法ﾝ ヲｱ

者
、
可ﾝ キﾚ

有ﾝ ルｲ

三
類ﾝ ノ

強
敵ｱ

之
由
経
文
分
明
也
、

如
来
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
後
云
々
、
倩ﾝ ラ

思ﾝ フ
ニ

ｲ

此
等ﾝ ノ

説
相ﾝ ヲｱ

、
先
師
聖
人ﾝ ハ

一
一
相ｲ

応ﾝ シ
タ
マ
ヘ
リ此ﾝ ノ

文ﾝ ニｱ

、

然ﾝ レ
ハ者

上
行
菩
薩ﾝ ノ

再
誕
誰ﾝ カ

成ﾝ サ
ン
ヤ

ﾚ

疑ﾝ ヒ
ヲ乎
）
11
（

、

日
妙

申
状

⑳

今
入ﾝ リ
テ
ハ

ｲ

末
法ﾝ ニｱ

者
迹
門ﾝ ノ

機
縁
時
過ﾝ キ

、
本
門ﾝ ノ

弘
通
其ﾝ ノ

時
也
、
而ﾝ ル
ニ念
仏・

真
言・

禅・

律
等ﾝ ノ

邪
法
以ﾝ テ
ノ外ﾝ ニ

蜂

起
之
間
、
日
蓮
聖
人
為ﾝ テｲ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

後
身ﾝ トｱ

任ﾝ セｲ

如
来ﾝ ノ

金
言ﾝ ニｱ

、
不ﾝ ン
ハ

ﾚ

被ﾝ レﾚ

対ｲ

治ﾝ セ

彼ﾝ ノ

悪
法
等ﾝ ヲｱ

者
七
難
并ﾝ ヒ

起ﾝ コ
リ異

賊
可ﾝ キｲ

競ﾝ ヒ

来ﾝ ルｱ

之
由
、
専ﾝ ラ
ト
シ

ｲ

経
説ﾝ ヲｱ

引ﾝ キｲ

和
漢
両
朝ﾝ ノ

証
跡ﾝ ヲｱ

勒ﾝ シｲ

勘
文ﾝ ニｱ

、
再
往
雖ﾝ モﾚ

献ﾝ ス
ト

ｲ

諷
諫ﾝ ヲｱ

無ﾝ キｲ

信

用ｱ
之
間
、
成ﾝ リｲ

関
東
朝
敵ﾝ トｱ

滅
亡ﾝ シ

訖ﾝ ヌ

）
11
（

、

日
代 

申
状

㉑

入ﾝ リ
テ
ハ

ｲ
末
法ﾝ ニｱ

者
迹
門ﾝ ノ

機
縁
時
既ﾝ ニ

過ﾝ ク

、
本
門ﾝ ノ

弘
通
今ﾝ マ

其ﾝ ノ

時
也
、
而ﾝ モ

念
仏・

真
言・

禅・

律
等
盛ﾝ ルﾚ

世ﾝ ニ

之

間
、
日
蓮
聖
人
為ﾝ テｲ

法
華
本
門ﾝ ノ

行
者
上
行
菩
薩ﾝ ノ

再
誕ﾝ トｱ

、
専ﾝ ラ

開ﾝ キｲ

経
説ﾝ ヲｱ

引ﾝ キｲ

倭
漢
両
朝ﾝ ノ

証
跡ﾝ ヲｱ

、
為ﾚ

国ﾝ ノ

為ﾚ

君ﾝ ノ

不ﾝ ン
ハ

ﾚ
被ﾝ レﾚ
対ｲ
治ﾝ セ

彼ﾝ ノ

邪
法ﾝ ヲｱ

者
、
国
亡ﾝ ヒ

民
費ﾝ ヘ

兵
革
競ﾝ ヒ

起ﾝ コ
リ異

賊
襲ﾝ ヒ

来ﾝ リ

、
善
神
止ﾝ メﾚ

擁ﾝ ヲ

邪
鬼
可ﾝ キﾚ

成ﾝ スｲ

忿

怒ﾝ ヲｱ

之
由
、
勤ﾝ メ
テ認ﾝ メｲ
勘
文ﾝ ヲｱ

多
年
雖ﾝ モﾚ

献ﾝ ス
ト

ｲ

直
諫ﾝ ヲｱ

理
途
猶ﾝ ホ

塞ﾝ カ
リ愁
眉
無ﾝ シﾚ

開ﾝ ク
コ
ト

）
11
（

、

佐
渡
国
小
関
法

華
縁
起

㉒

定
久
、
か
く
の
ご
と
き
不
思
議
お
現
ず
る
事
、
三
十
日
に
お
よ
べ
り
。
詮
句
に
云
く
、
此
の
度
の

流
人・

日
蓮
は
仏
使・
上
行
菩
薩
な
り
云
云
矣
）
11
（

。

日
大

尊
師
実
録

㉓

今
ノ
大
聖
ハ
忝
ク
モ
為ﾝ シ
テ

ｲ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

再
誕ﾝ トｱ

一
経
ノ
行
業
ヲ
取
給
フ
ニ
、
又
迹
門
十
四
品
ノ
内
ニ
方

便
品
一
品
ヲ
、
本
門
十
四
品
ノ
内
寿
量
ノ
一
品
ヲ
取
給
ヘ
リ
）
11
（

。

日
行

申
状

㉔

是ﾝ ニ

又
末
法ﾝ ノ

今
上
行
菩
薩
出
世ﾝ シ
テ、
法
華
会
上
之
砌ﾝ リ

虚
空
会ﾝ ノ

時
、
自ﾝ リｲ

教
主
釈
尊ｱ

親ﾝ リ

承ﾝ ケ
テ

ｲ

多
宝
塔
中ﾝ ノ

付

属ﾝ ヲｱ

、
法
華
本
門ﾝ ノ

肝
要
妙
法
蓮
華
経ﾝ ノ

五
字
並ﾝ ニ

本
門ﾝ ノ

大
曼
荼
羅ﾝ ト

与ｲ

戒
壇ｱ

今ﾝ ノ

時
可ﾝ キｲ

弘
通ﾝ スｱ

時
剋
也
、
所

謂ﾝ ル

日
蓮
聖
人
是ﾝ レ

也
）
11
（
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②
『
三
時
弘
教
次
第
』

　

一　

今
入ﾝ テｲ

末
法ﾝ ニｱ

立ﾝ テ
ゝ

ｲ

法
華
本
門ﾝ ヲｱ

可ﾝ キﾚ

治ﾝ ムｲ

国
土ﾝ ヲｱ

次
第
。

桓
武
天
皇ﾝ ト

伝
教
大
師ﾝ ト

共ﾝ ニ

為ﾝ シ
テ

ｲ

迹
化
付
属ﾝ ノ

師
檀ﾝ トｱ

破ﾝ シ
テ

ｲ

爾
前ﾝ ヲｱ

立ﾝ テ
ゝ

ｲ

迹
門ﾝ ヲｱ

利ｲ

益ﾝ シ

像
法ﾝ ヲｱ

護ｲ

持ﾝ ス
ル
コ
ト国
土ﾝ ヲｱ

図ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

。

迹
門
寺　
　
　
　
　
　
　

┌
─ 

付
属
弟
子　

薬
王
菩
薩　
　
　

伝
教
大
師　
─

┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

比
叡
山　

始
成
釈
迦
仏 

─

┤　
　
　
　
　
　

天
照
太
神　
　
　
　
　
　
　
　

 

├
─　

迹
化
垂
迹
師
檀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

像
法　
　
　
　
　
　
　
　

└
─ 

垂
迹
神　
　

─
─
─
─
─
─　

桓
武
天
皇　
─

┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
大
菩
薩

今
日
蓮
房
共ﾝ ニ

為ﾝ シ
テ

ｲ

本
化
垂
迹ﾝ ノ

師
檀ﾝ トｱ
破ﾝ シ
テ

ｲ

迹
門ﾝ ヲｱ

立ﾝ テ
ゝ

ｲ

本
門ﾝ ヲｱ

利ｲ

益ﾝ シ

末
法ﾝ ヲｱ

可ﾝ キ
コ
ト

ﾚ

治ﾝ ムｲ

国
土ﾝ ヲｱ

図ﾝ スﾚ

之ﾝ ヲ

。

本
門
寺　
　
　
　
　
　
　

┌
─ 
付
属
弟
子　

上
行
菩
薩　
　
　

日
蓮
聖
人　
─

┐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

富
士
山　

久
成
釈
迦　

 

─

┤　
　
　
　
　
　

天
照
太
神　
　
　
　
　
　
　
　

 

├
─　

本
化
垂
迹
師
檀
）
1（
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

│

末
法　
　
　
　
　
　
　
　

└
─ 

垂
迹
神　
　

─
─
─
─
─
─　

当
御
代　
　
─

┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
幡
大
菩
薩

　

日
興
門
流
に
お
け
る
上
行
菩
薩
観
を
う
か
が
う
史
料
と
し
て
、

二
十
四
箇
所
の
主
張
を
取
り
上
げ
た
。
ま
ず
門
祖
で
あ
る
日
興

は
二
つ
の
史
料
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
は
「
申
状
」

で
あ
る
。
本
稿
に
日
興
門
流
の
主
張
と
し
て
取
り
上
げ
た
史
料

の
う
ち
、
七
点
が
「
申
状
」
と
な
っ
て
い
る
。
①
申
状
に
は
正

法・

像
法・

末
法
の
三
時
に
お
け
る
仏
教
流
布
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
末
法
を
迎
え
て
布
教
す
る
聖
人
と
天
台
と
比
較

し
、
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
②

の
『
三
時
弘
教
次
第
』
に
つ
い
て
は
①
の
申
状
の
主
張
の
よ
う

に
正
像
末
の
三
時
に
お
い
て
の
仏
法
流
布
を
示
し
、
さ
ら
に
像

法
に
お
け
る
、
迹
門
寺・

伝
教
大
師
に
比
し
て
、
末
法
に
お
い

て
は
本
門
寺・

日
蓮
聖
人
の
主
張
が
な
さ
れ
て
お
り
、
伝
教
大

師
を
迹
化
薬
王
菩
薩
に
聖
人
を
本
化
上
行
菩
薩
に
対
応
さ
せ
て

い
る
。『
三
時
弘
教
次
第
』
は
①
の
申
状
に
も
副
進
書
と
し
て
副



― 79 ―

え
ら
れ
て
お
り
、
以
降
日
興
門
流
の
申
状
の
多
く
に
副
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
検
討
材
料
と
し
た
各
申
状
で
も
同
様
に
、

『
三
時
弘
経
次
第
』
を
副
え
る
か
、
申
状
の
内
容
に
三
時
に
お
け

る
仏
法
流
布
の
次
第
を
示
し
、
末
法
に
お
い
て
は
法
華
経
本
門

流
布
の
時
で
あ
り
、
そ
れ
を
弘
通
し
た
聖
人
は
付
属
を
受
け
た

上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

次
に
日
順
の
主
張
で
あ
る
。
③
の
五
人
所
破
事
は
①
に
挙
げ

た
、
日
興
の
申
状
か
ら
引
用
し
、
冒
頭
に
は
申
状
に
は
無
か
っ

た
「
日
蓮
聖
人
は
か
た
じ
け
な
く
も
上
行
菩
薩
の
再
誕
に
し
て

本
門
弘
経
の
大
権
也
」
と
の
文
を
追
加
し
て
い
る
。
④
で
は
聖

人
出
世
の
本
懐
は
そ
れ
ま
で
の
化
導
を
改
め
て
、
上
行
所
伝
の

乗
戒
を
ひ
ろ
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
⑦
⑧
⑨
の
日
順
阿
闍
梨
血
脈
で
は
、
聖
人
は
す
で
に
上
行

菩
薩
の
後
身
と
し
て
結
要
付
属
を
弘
め
、
さ
ら
に
台
当
違
目
を

示
し
、
末
法
に
弘
め
る
べ
き
は
法
華
経
本
門
と
し
、
末
尾
に
は

聖
人
か
ら
日
順
に
至
る
系
譜
が
示
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
そ
し
て
、
⑩

⑪
の
用
心
抄
で
は
、
今
は
本
門
流
布
の
時
と
し
、
法
と
は
寿
量

品
の
肝
心
で
あ
る
五
字
の
題
目
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
誓
文
』・

『
本
門
心
底
抄
』・

『
摧
邪
立
正
抄
』
に
お
い

て
も
こ
れ
ら
の
法
門
は
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
日
大
の
㉓
尊
師
実
録
に
は
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
再
誕

で
あ
る
と
し
、
迹
門
か
ら
は
方
便
品
を
本
門
か
ら
は
寿
量
品
を

取
っ
た
と
し
て
い
る
。『
尊
師
実
録
』
は
日
大
が
師
で
あ
る
日
尊

の
仰
せ
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
主
張
は
日
尊
の

も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
初
期
に
お
け
る
日
興
門
流
各
師
は
聖
人
を
上

行
菩
薩
の
再
誕・

後
身・

応
化
と
し
て
み
る
法
門
を
堅
持
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
日
興・

日
順
に

は
天
台
大
師
智
顗・

伝
教
大
師
最
澄
を
迹
化
薬
王
菩
薩
の
後
身

と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
聖
人
は
本
化
上
行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る

と
の
主
張
が
あ
り
、
門
下
に
あ
っ
て
も
申
状
に
添
え
ら
れ
た
と

さ
れ
る
『
三
時
弘
教
次
第
』
に
お
い
て
、
伝
教
大
師
と
聖
人
の

対
比
の
中
で
、
迹
化
と
本
化
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。
再
誕・

後
身
の
語
に
関
し
て
は
、
歴
史
的
に
存
在
し
た

人
物
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
指
す
こ
と
か
ら
、
上
行
菩
薩
を
あ
え

て
歴
史
的
な
存
在
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
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四
、
他
門
流
の
主
張

　

続
い
て
他
門
流
の
主
張
を
確
認
す
る
。
日
興
門
流
以
外
の
主
張
を
「
他
門
流
の
主
張
」
と
し
て
以
下
に
示
し
た
。

他
門
流
の
主
張

日
朗

本
迹
見
聞

①

今
家
聖
人ﾝ ハ

本
化
上
行
菩
薩
之
化
身
也
）
11
（

②

今
家
聖
人ﾝ ハ

地
涌ﾝ ノ

垂
迹
、
上
行
菩
薩ﾝ ノ

化
身
也
）
11
（

日
弁

訴
状

③

地
涌ﾝ ノ

菩
薩
出
現ﾝ シ
テ弘ﾝ メ
玉
フ

ｲ

法
華
本
門
三
大
秘
法ﾝ ヲｱ

、
所
謂
日
蓮
聖
人
也
）
11
（

日
法

御
法
門
御
聞
書

④

上
行
菩
薩
ノ
垂
迹
日
蓮
聖
人
唯
我
一
人
能
為
救
護
ノ
仏
主
師
親
三
徳
御
座
ス
九
界
有
縁
ノ
教
主
釈

尊
御
使
ニ
日
蓮
聖
人
末
法
ニ
出
テ
給
テ
妙
法
蓮
華
経
ト
申
ス
如
意
宝
珠
ヲ
一
切
衆
生
ニ
与
給
）
11
（

日
像

曼
荼
羅
相
伝

⑤

日
蓮
御
名
字ﾝ ノ

之
事
　
本
地ﾝ ハ

上
行
菩
薩
也
、
経ﾝ ニ

云
、
不
染
世
間
法
、
如
蓮
華
在
水
云
々
、
又
云
如
日

月
光
明
、
能
除
諸
幽
冥
、
斯
人
行
世
間
、
能
滅
衆
生
闇
云
々
、
又
日ﾝ ヲ
ハ譬ﾝ テｲ

今
経ﾝ ニｱ

云ﾝ ヒｲ

慧
日ﾝ トｱ

、
蓮ﾝ ヲ
ハ譬ﾝ ヒﾚ

実ﾝ ニ

喩ﾝ フﾚ

本ﾝ ニ

、
法
華
能
弘
之
人
也
、
故ﾝ ニ

以ﾝ テｲ

所
弘
之
法ﾝ ヲｱ

名
乗
給ﾝ フ

也
云
々
）
11
（

日
祐

当
家
法
門
目
安

⑥

仏
勅
使
　
本
眷
属
上
行
等
六
万
恒
沙
菩
薩
也
、
日
蓮
聖
人
彼
垂
迹
也
）
11
（

日
全

法
華
問
答
正
義

抄

⑦

今
末
法ﾝ ニ
ハ但ﾝ ニ

本
門ﾝ ノ

流
通ﾝ ノ
ミ可ﾝ トﾚ

有ﾚ
之
習
是
也
。
随ﾝ テ

近ﾝ ト

者
迹
門
也
。
方
軌ﾝ ハ

安
楽
行
品ﾝ ノ

摂
受ﾝ ノ

行
相
是
也
。
此

行
相ﾝ ハ

今
当ｲ

南
岳・

天
台
等ﾝ ニｱ

、
此
等ﾝ ノ

大
士
弘
経
既ﾝ ニ

過
畢
。
遠ﾝ ト

者
本
門
也
。
方
軌ﾝ ハ

勧
持
品ﾝ ハ

三
類ﾝ ノ

強
敵ﾝ ノ

行
相
是
也
。
此
行
相
既ﾝ ニ

今
当ﾝ ルｲ

当
家
弘
通
行
軌ｱ

。
サ
レ
バ
大
聖
人ﾝ ヲ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

垂
迹ﾝ ト

習
是
也
）
11
（

。

⑧

四
、
付
属
事
〈
付
六
難
九
易
。
上
行
付
属
事
。
大
聖
人
上
行
菩
薩
再
誕
事
）
11
（

〉

⑨

尋
云
、
所
詮
悪
世ﾝ ノ

末
法ﾝ ノ

弘
経ﾝ ハ

、
仏
以ｲ

本
門ﾝ ノ

結
要ｱ
本
眷
属
地
涌ﾝ ノ

大
士
上
行
等ﾝ ニ

付ｲ

属
之ｱ

者
、
抑
今

時ﾝ ハ

指ｲ

誰
人ｱ

可ﾚ

云ｲ

上
行
等ﾝ ノ

菩
薩
垂
迹
耶
。　
　

示
云
、
先
師
大
聖
人
是
上
行
菩
薩
再
誕
也
）
1（
（

。
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他
門
流
の
主
張
と
し
て
は
、
九
つ
の
主
張
が
確
認
で
き
た
。

日
朗
に
は
『
本
迹
見
聞
』
に
そ
の
主
張
が
見
ら
れ
、
聖
人
を
上

行
菩
薩
の
化
身
と
み
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
日
弁
の
も
の
と
し
て
、『
訴
状
』
が
あ
り
、「
上
行
菩
薩
」

と
い
う
指
定
は
無
い
も
の
の
、
日
蓮
聖
人
を
地
涌
の
菩
薩
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
岡
宮
光
長
寺
の
開
山
等
と
し
て
知
ら
れ
る
日
法
に
は
、

『
御
法
門
御
聞
書
』
の
一
書
が
確
認
で
き
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
垂

迹
と
し
て
、
釈
尊
の
御
使
い
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

　

日
朗
の
弟
子
、
日
像
は
『
曼
荼
羅
相
伝
』
に
て
、
日
蓮
御
名

字
の
事
と
の
項
目
を
立
て
、
本
地
は
上
行
菩
薩
也
と
主
張
を
し

て
い
る
。

　

中
山
門
流
の
日
祐
は
『
当
家
法
門
目
安
』
に
お
い
て
、
仏
勅

使
は
本
眷
属
上
行
等
六
万
恒
河
沙
菩
薩
也
と
し
て
、
聖
人
は
そ

の
垂
迹
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
、
中
山
門
流
で
日
祐
に

師
事
し
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
日
全
は
『
法
華
問
答
正
義

抄
』
に
て
、
末
法
に
お
い
て
は
本
門
流
通
の
時
で
あ
り
、
勧
持

品
の
三
類
の
強
敵
の
行
相
に
あ
て
は
ま
る
聖
人
を
上
行
菩
薩
の

垂
迹
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
、
付
属
事
の
中
に
大
聖
人
上
行

菩
薩
再
誕
の
事
と
の
項
目
を
設
け
、
該
当
文
に
て
「
先
師
大
聖

人
是
上
行
菩
薩
の
再
誕
也
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
興
門
流
以
外
の
初
期
の
門
下
に
眼
を
移
す
と
、

表
現
の
違
い
こ
そ
あ
れ
ど
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
化
身
乃
至
再
誕

と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
）
11
（

。
特
に
日
全
の
『
法
華

問
答
正
義
抄
』
に
は
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
再
誕
と
し
て
お
り
、

そ
の
表
現
に
は
日
興
門
流
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
）
11
（

。

五
、
他
門
流
の
異
な
る
見
解

　

初
期
の
日
蓮
門
下
で
は
日
興
門
流
に
限
ら
ず
、
聖
人
の
本
地

を
上
行
菩
薩
と
す
る
こ
と
は
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

認
し
た
。
一
方
で
異
な
る
見
解
を
記
録
し
て
い
る
史
料
も
存
す

る
。
こ
こ
で
は
、
日
像・

日
全・

日
順
の
三
師
の
史
料
よ
り
、

日
興
門
流
以
外
に
お
け
る
異
見
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
異
見
に

関
す
る
主
張
を
記
録
し
た
史
料
を
「
他
門
流
の
異
見
」
と
し
て

以
下
に
示
し
た
。
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他
門
流
の
異
見

日
像

本
迹
同
一
文
集

①

付ｲ

嘱ﾝ セ
リ千

世
界
微
塵ﾝ ノ

菩
薩ﾝ ニｱ

文　

聖
人ﾝ ハ

勧
持
品ﾝ ノ

行
者
八
十
万
億ﾝ ノ

化
身
歟
、
一
閻
浮
提ﾝ ノ

導
師ﾝ ナ
リ、

薬
王
品ﾝ ニ

云
、
宿
王
華
以
此
薬
王
菩
薩
本
事
品
等
已
上
）
11
（

②

上
行
等ﾝ ノ

地
涌
千
界
未ﾝ タｲ

出
現ﾝ セｱ

事
　
書ﾝ ノ

第
八
廿
七

云
、
我ﾝ カ

弟
子
推ﾝ セ
ヨ

ﾚ

之ﾝ ヲ

、
地
涌
千
界ﾝ ハ

○
成ﾝ テﾚ

僧ﾝ ト

弘ｲ

持ﾝ ス
ト正

法ﾝ ヲｱ

、
又
廿

涌
出
品
過
八
恒
沙ﾝ ノ

菩
薩
白
仏
言
世
尊
、
当
於
此
土
○
能
於
我
滅
後
広
説
此
経
）
11
（

制
定
條
條

③

一
、
妙
顕
寺
門
徒
等
不ﾝ ルﾚ

可ﾚ

有ｲ

法
門
異
義ｱ

事
、

於ﾝ テ
ハ

ｲ

聖
人ﾝ ノ

御
本
地ﾝ ニｱ

不ﾚ

可ﾚ

有ﾚ

諍
、
自ﾝ リｲ

公
方ｱ

有ｲ

御
尋ｱ

之
時ﾝ ハ

者
、
守ﾝ テｲ

御
抄
之
趣ﾝ ヲｱ

可ﾝ シﾚ

申ﾚ

之ﾝ ヲ

）
11
（

、

日
全

法
華
問
答
正
義

抄

④

当
世
洛
中ﾝ ニ

聖
人
末
流ﾝ ト

名
乗ﾝ ル

人
云
、
聖
人ﾝ ハ

非ｲ

上
行
菩
薩ﾝ ノ

化
身ﾝ ニｱ

、
是
宿
王
化
菩
薩ﾝ ノ

化
身
也
）
11
（

。

日
順

摧
邪
立
正
抄

⑤

金
吾
抄ﾝ ニ

云
、
而
予
非ﾝ モｲ

地
涌ﾝ ノ

一
分ﾝ ニｱ

兼ﾝ テ

知ﾝ リｲ

此ﾝ ノ

事ﾝ ヲｱ

先ﾝ テｲ

地
涌ﾝ ノ

大
士ﾝ ニｱ

粗
示ﾝ スｲ

五
字ﾝ ヲｱ

云
々
、
或
抄
云
、
日

蓮
聖
人
ハ
其
人
ニ
ハ
候
ハ
ネ
ト
モ
ト
侍
ル
、
是
等
コ
ソ
証
拠
ニ
テ
候
ヘ
、
反
詰ﾝ メ

云
、
是
コ
ソ
上
行

ニ
テ
不ﾝ ルｲ

御
座ｱ
証
拠
ニ
テ
候
ヘ
、
非ﾝ スｲ

地
涌ﾝ ノ

一
分ﾝ ニｱ

、
其
人
ニ
ハ
候
ハ
ネ
ト
モ
ト
候
コ
ソ
、
地
涌
ニ

テ
無
キ
証
拠
ニ
テ
候
ヘ
）
11
（

、

⑥

法
華
門
徒
豈ﾝ ニ

不ﾝ ン
ヤ

ｲ

愁
歎ﾝ セｱ
哉
、
伝
聞ﾝ ク

唐
土ﾝ ノ

善
導ﾝ ハ

以ﾝ テｲ

法
華ﾝ ヲｱ

下ﾝ シｲ

千
中
無
一ﾝ トｱ

、
本
朝ﾝ ノ

法
然
指ﾝ シ
テ

ｲ

此
経ﾝ ヲｱ

毀ﾝ ルｲ

捨
閉
閣
抛ﾝ トｱ

、
彼ﾝ ノ

日
蔵
日
学ﾝ ハ

大
聖
人ﾝ ハ

全ﾝ ク

非ﾝ トｲ

上
行ﾝ ニｱ

云
々
）
11
（

⑦

但ﾝ シ

引ﾝ テｲ

不
軽ﾝ ノ

往
事ﾝ ヲｱ

合ﾝ スｲ

顛
倒ﾝ ノ

邪
徒ﾝ ニｱ
、
巧
言
譬
喩
併ﾝ ラ

如ﾝ シｲ

泡
沫ﾝ ノｱ

所
以ﾝ ハ

者
何
、
千
枝
万
葉
同ﾝ ク

帰ﾝ スｲ

一
根ﾝ ニｱ

、

指ﾝ シ
テ

ｲ

末
法ﾝ ヲｱ

号ﾝ シｲ

迹
門ﾝ ノ

弘
通ﾝ トｱ

、
以ﾝ テｲ

大
聖ﾝ ヲｱ
非ﾝ ス
ト

ｲ

上
行ﾝ ニｱ

云
故ﾝ ヘ

也
）
11
（

　

日
像
が
聖
人
の
本
地
を
上
行
菩
薩
と
み
て
い
た
こ
と
は
先
に

『
曼
荼
羅
相
伝
』
に
て
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、『
本

迹
同
一
文
集
』
で
は
聖
人
は
勧
持
品
の
行
者
、
八
十
万
億
の
化

身
か
と
し
、
ま
た
上
行
等
の
地
涌
千
界
い
ま
だ
出
現
せ
ざ
る
こ
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と
と
項
目
を
設
け
、
上
行
菩
薩
は
未
だ
出
現
し
て
お
ら
ず
、
聖

人
は
迹
化
の
菩
薩
の
化
身
か
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
『
制
定
條
條
』
で
は
、
妙
顕
寺
の
門
徒
に
対
し
て
、
聖
人
の

本
地
に
つ
い
て
争
い
を
起
こ
す
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
聖
人
の

本
地
に
つ
い
て
公
方
よ
り
お
尋
ね
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
御
抄

の
趣
き
を
も
っ
て
答
え
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

日
全
の
『
法
華
問
答
正
義
抄
』
に
は
、
当
世
洛
中
に
聖
人
末

流
と
名
乗
る
人
が
、
聖
人
は
上
行
菩
薩
の
化
身
で
は
な
く
、
宿

王
化
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
の
主
張
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
洛
中
の
聖
人
末
流
と
は
、
日
像
門
流
の
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
日
順
の
『
摧
邪
立
正
抄
』
に
も
同
様
の

記
述
が
見
ら
れ
る
。『
摧
邪
立
正
抄
』
は
貞
和
四
（
一
三
四
八
）

年
、
四
国
の
土
佐
国
に
て
、
日
興
門
流
の
大
弐
阿
闍
梨
と
日
蔵

（
像
）
門
流
の
日
学
と
の
問
答
が
あ
り
、
そ
の
問
答
を
二
年
後
に

日
順
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
記
録
は
日
像
門
流

の
主
張
と
し
て
、
聖
人
遺
文
中
、『
曾
谷
入
道
殿
許
御
書
』
や

『
本
尊
問
答
抄
』
を
根
拠
と
し
て
、
聖
人
は
上
行
菩
薩・

地
涌
の

菩
薩
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、『
法
華
問
答
正
義
抄
』
の
洛
中
に
お
け
る
聖
人
末
流
と
は

日
像
門
流
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

日
像
が
門
徒
に
対
し
て
、
聖
人
の
本
地
に
関
す
る
争
い
を
禁

じ
る
等
の
対
応
を
行
っ
た
の
は
、
日
像
門
流
は
日
蓮
門
下
の
中

で
早
く
か
ら
京
都
へ
と
進
出
し
、
日
像
自
身
の
妙
顕
寺
建
立
ま

で
の
法
難
の
経
験
や
、
京
都
と
い
う
各
宗
派
が
割
拠
し
、
天
台

宗
の
比
叡
山
に
も
近
い
と
い
う
土
地
柄
に
拠
点
を
構
え
布
教
す

る
に
あ
た
っ
て
の
対
外
的
な
配
慮
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

も
し
日
興
門
流
の
各
師
の
主
張
と
同
じ
く
、
迹
化
薬
王
菩
薩
の

後
身
を
天
台
伝
教
と
し
、
末
法
に
あ
っ
て
は
聖
人
こ
そ
本
化
上

行
菩
薩
の
再
誕
で
あ
る
と
の
主
張
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
他
宗
派

特
に
天
台
宗
か
ら
は
認
め
ら
れ
ず
、
大
き
な
反
発
を
招
い
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
聖
人
の
自
己
規
定
の
再
確
認
及
び
初
期
の
諸
門
流
に

お
け
る
上
行
菩
薩
観
を
少
し
く
確
認
し
た
。
聖
人
ご
自
身
は
様
々

な
表
現
の
中
に
自
己
規
定
に
つ
い
て
、
非
常
に
慎
重
に
言
葉
を

選
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
が
再
確
認
で
き
た
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
門
下
が
継
承
す
る
過
程
に
お
い
て
、
日

興
及
び
そ
の
門
下
は
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
後
身
と
す
る
法
門
や
、

迹
門・
天
台
と
本
門・

日
蓮
の
台
当
違
目
に
関
す
る
法
門
を
重

要
視
し
、
ま
た
そ
れ
を
対
外
的
に
主
張
し
て
い
た
。
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ま
た
、
こ
の
聖
人
を
上
行
菩
薩
の
後
身
と
す
る
法
門
自
体
は

初
期
の
門
下
で
は
、
日
興
門
流
に
限
ら
ず
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
日
像
は
対
内
的
に
は
聖
人
の
本
地
を

上
行
菩
薩
と
し
て
見
る
も
、
対
外
的
に
は
そ
れ
を
慎
重
に
扱
い
、

妙
顕
寺
の
門
徒
に
対
し
て
も
、
聖
人
の
本
地
に
つ
い
て
争
う
こ

と
を
禁
止
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
対
応
に
日
像
の
慎
重
さ
が
見

て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
は
こ
の
研
究
を
基
礎
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
を
上
行
菩
薩

の
再
誕・

後
身
と
し
て
仰
ぎ
、
そ
れ
を
対
外
的
に
主
張
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
日
興
門
流
独
自
の
教
学
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し

て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

〈
付
記
〉 

本
稿
で
は
、
興
風
談
所
が
製
作
す
る
『
統
合
シ
ス
テ

ム
』
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
記
し
て
学
恩
へ
の
感

謝
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

註（
１
） 

本
稿
に
あ
た
り
参
考
と
し
た
主
な
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
藤
田
文
哲
稿
「
上
行
再
誕
論
」（『
大
崎
学
報
』
五
九

号
所
収
、
一
九
二
一
年
）、
上
田
本
昌
稿
「
日
蓮
聖
人
の
「
上
行

再
誕
」
に
つ
い
て
」（『
凄
神
』
四
四
号
所
収
、
一
九
七
二
年
）、

渡
邊
寶
陽
稿
「
日
蓮
の
「
法
華
経
行
者
」
意
識
と
「
地
涌
菩
薩
」

認
識
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
五
一
号
所
収
、
一
九
八
六

年
）、
浅
井
圓
道
稿
「
上
行
菩
薩
」（
金
岡
秀
友
編
『
大
乗
菩
薩

の
世
界
』
所
収
、
一
九
八
八
年
）、
庵
谷
行
亨
稿
「
日
蓮
聖
人
の

上
行
自
覚
に
つ
い
て
」（『
大
崎
学
報
』
一
五
三
号
所
収
、
一
九

九
七
年
）、
執
行
海
秀
著
『
御
義
口
伝
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書

林
、
二
〇
〇
六
年
）、
中
尾　

堯
稿
「
ご
真
蹟
に
触
れ
る
（
一
二

五
）」（『
日
蓮
宗
新
聞
』
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
号
所
収
、
二

〇
〇
七
年
）、
間
宮
啓
壬
稿
「
日
蓮
に
お
け
る
地
涌・

上
行
自
覚

の
再
検
討
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
二
号
所
収
、
二
〇
〇
八
年
）、

都
守
基
一
稿
「
学
室
だ
よ
り
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
二
号
所
収
、

二
〇
〇
八
年
）、
山
上
弘
道
稿
「
宗
祖
の
上
行
自
覚
に
つ
い
て
―

間
宮
氏
の
所
見
に
対
す
る
批
判
―
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
三
号

所
収
、
二
〇
〇
九
年
）、
間
宮
啓
壬
稿
「
再
度
、
日
蓮
の
地
涌・

上
行
自
覚
を
論
ず
―
山
上
氏
の
批
判
を
う
け
て
―
」（『
日
蓮
仏

教
研
究
』
五
号
所
収
、
二
〇
一
三
年
）、
菅
原
関
道
稿
「
重
須
本

門
寺
所
蔵
『
頼
基
陳
状
』
日
澄
本
の
日
付
等
に
つ
い
て
―
間
宮

氏
へ
の
回
答
―
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
六
号
所
収
、
二
〇
一
四

年
）、
池
田
令
道
稿
「
日
興
門
流
の
上
行
菩
薩
観
に
つ
い
て
」

（『
興
風
』
二
八
号
、
二
〇
一
六
年
）

 
　

こ
の
中
で
、
特
に
間
宮
氏
、
山
上
氏
は
聖
人
の
上
行
自
覚
に

関
し
て
頻
繁
に
論
を
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
は
池

田
氏
の
論
稿
に
示
唆
を
多
く
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
宗
勧

学
院
で
は
平
成
三
十
年
度
中
央
教
学
研
修
会
の
統
一
テ
ー
マ
を

「
日
蓮
聖
人
降
誕
の
意
義
を
学
ぶ
」
と
し
、
第
三
一
回
勧
学
院
研
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修
会
議
の
共
通
課
題
を
「
日
蓮
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
の
意
義

を
考
え
る
」
と
し
て
「
日
蓮
聖
人
御
降
誕
八
〇
〇
年
」
を
教
義

と
信
仰
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
発
表・

討

議
が
な
さ
れ
て
い
る
。（『
日
蓮
宗
勧
学
院
報
』
二
二
号
、
二
〇

一
九
年
）

（
２
） 

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

改
訂
増
補
第
三
刷
（
身
延
山
久
遠
寺
、
二
〇
〇
〇
年
、
以
下
『
定

遺
』
と
略
記
）
一
巻
五
一
五
頁

（
３
） 『
定
遺
』
一
巻
五
六
〇
頁

（
４
）
立
教
開
宗
七
百
五
十
年
慶
讃
会
編
『
日
蓮
宗
電
子
聖
典
』（
日

蓮
宗
）
の
検
索
機
能
を
利
用
。

（
５
） 『
定
遺
』
一
巻
五
五
九
頁

（
６
） 『
定
遺
』
一
巻
五
六
〇
頁

（
７
） 『
定
遺
』
一
巻
五
六
一
頁

（
８
） 『
定
遺
』
一
巻
五
九
八
頁

（
９
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
二
頁

（
10
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
六
頁

（
11
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
六
頁

（
12
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
七
頁

（
13
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
八
頁

（
14
） 『
定
遺
』
一
巻
七
一
九
頁

（
15
） 『
定
遺
』
一
巻
七
二
〇
頁

（
16
） 『
定
遺
』
一
巻
七
二
〇
頁

（
17
） 『
定
遺
』
一
巻
八
六
八
頁

（
18
） 『
定
遺
』
一
巻
九
一
〇
頁

（
19
） 『
定
遺
』
二
巻
一
五
八
六
頁

（
20
） 『
定
遺
』
二
巻
一
三
一
六
頁

（
21
） 『
定
遺
』
二
巻
一
三
五
二
頁

（
22
） 『
定
遺
』
二
巻
一
三
五
八
頁

（
23
） 『
定
遺
』
二
巻
一
三
六
二
頁

（
24
） 『
日
蓮
宗
新
聞
』
平
成
一
九
年
八
月
二
〇
日
号
、
都
守
基
一
稿

「
学
室
だ
よ
り
」『
日
蓮
仏
教
研
究
』
二
号
所
収

（
25
） 

都
守
基
一
稿
「
学
室
だ
よ
り
」（『
日
蓮
仏
教
研
究
』
二
号
所

収
、
二
〇
〇
八
年
）

（
26
） 『
定
遺
』
二
巻
一
八
二
八
頁
、
本
状
は
富
士
大
石
寺
所
蔵
の

『
御
筆
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
御
筆
集
』
に
関
し
て
、
従

来
日
興
筆
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
が
、
小
林
正
博
稿
「
大
石
寺

蔵
日
興
写
本
の
研
究
」（『
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
』
二
四
号
、

二
〇
〇
八
年
）、
坂
井
法
曄
稿
「
日
興
写
本
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
」（『
興
風
』
二
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
の
両
研
究
に
よ

り
、
日
興
筆
で
は
な
く
別
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、

文
献
的
な
価
値
に
つ
い
て
は
、
真
蹟
に
準
じ
る
第
一
級
の
資
料

で
あ
り
、
書
写
者
が
日
蓮
在
世
時
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
興
写

本
で
は
な
い
も
の
聖
人
在
世
時
の
人
物
の
写
本
で
あ
り
、
文
献

的
価
値
は
下
が
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
27
） 
真
蹟
は
現
存
し
て
い
な
い
も
の
の
『
波
木
井
殿
御
書
』
に
は
、

「
日
蓮
は
日
本
六
十
六
箇
国
島
二
の
内
に
、
五
尺
に
足
ざ
る
身
を
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一
つ
置
処
な
く
候
し
が
、
波
木
井
殿
の
御
育
み
に
て
九
箇
年
の

間
、
身
延
山
に
し
て
心
安
く
法
華
経
を
読
誦
し
奉
り
候
つ
る
志

を
ば
、
い
つ
の
世
に
か
は
思
忘
候
べ
き
。
し
ら
ず
や
、
此
人
は

無
辺
行
菩
薩
の
再
誕
に
て
や
御
座
す
ら
む
。」（『
定
遺
』
二
巻
一

九
三
二
頁
）
と
て
、
波
木
井
実
長
を
無
辺
行
菩
薩
の
再
誕
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
聖
人
遺
文
で
は
な
く
時
代
は
下
る
も
の
の
、

久
遠
成
院
日
親（
一
四
〇
七
―
八
八
）の
『
伝
燈
抄
』
に
は
、「
高

祖
大
聖
人
ガ
日
常
聖
人
ヲ
御
賛
嘆
ノ
言
ニ
、
貴
辺
ハ
豈
ニ
非
ス

ヤ
二
無
辺
行
菩
薩
ニ
一
耶
ト
御
筆
ヲ
残
サ
レ
タ
リ
」（
立
正
大
学

日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』（
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
五
九
年
―
、以
下『
宗
全
』と
略
記
）
十
八
巻
四
頁
）
と
て
、

聖
人
が
富
木
常
忍
を
無
辺
行
菩
薩
で
あ
る
と
賛
嘆
し
た
遺
文
が

存
在
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
遺
文
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
が
事
実
で
あ
れ
ば
門
下
を

地
涌
の
菩
薩
と
す
る
表
現
の
一
例
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
28
） 

日
興
上
人
全
集
編
纂
委
員
会
編
『
日
興
上
人
全
集
』（
興
風
談

所
、
一
九
九
六
年
、
以
下
『
興
全
』
と
略
記
）
三
二
二
頁

（
29
） 『
興
全
』
二
九
〇
頁

（
30
） 『
興
全
』
二
九
五
頁

（
31
） 

千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史
』
資
料
編　

中

世
３　

県
内
文
書
２
（
千
葉
県
、
二
〇
〇
一
年
）
三
四
四
頁

（
32
） 

右
同

（
33
） 『
宗
全
』
二
巻
三
三
五
頁

（
34
） 『
宗
全
』
二
巻
三
三
七
頁

（
35
） 『
宗
全
』
二
巻
三
三
八
頁

（
36
） 『
宗
全
』
二
巻
三
一
九
頁

（
37
） 『
宗
全
』
二
巻
三
二
二
頁

（
38
） 『
宗
全
』
二
巻
三
三
八
頁

（
39
） 『
宗
全
』
二
巻
三
四
一
頁

（
40
） 『
宗
全
』
二
巻
三
五
三
頁

（
41
） 『
宗
全
』
二
巻
三
五
八
頁

（
42
） 『
宗
全
』
二
巻
三
五
九
頁

（
43
） 

右
同

（
44
） 『
宗
全
』
二
巻
二
五
九
頁

（
45
） 『
宗
全
』
二
巻
二
九
〇
頁

（
46
） 『
宗
全
』
二
巻
二
六
八
頁

（
47
） 『
宗
全
』
二
巻
二
三
一
頁

（
48
） 

堀
日
亨
編
『
富
士
宗
学
要
集
』（
富
士
宗
学
要
集
刊
行
会
、
一

九
五
六
年
―
、
以
下
『
富
要
』
と
略
記
）
十
巻
三
一
九
頁

（
49
） 『
宗
全
』
二
巻
四
一
七
頁

（
50
） 『
富
要
』
八
巻
三
三
九
頁

（
51
） 『
興
全
』
二
八
六
頁

（
52
） 

ま
た
『
日
順
阿
闍
梨
血
脈
』
に
は
、
門
祖
で
あ
る
日
興
を
指

し
て
「
殆ﾝ ト

無
辺
行ﾝ ノ

応
現
歟
」（『
宗
全
』
二
巻
三
三
五
頁
）
と
あ

り
、
日
興
を
ほ
ぼ
無
辺
行
菩
薩
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て

い
る
。
註
27
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
門
祖
を
本
化
四
菩
薩
の

中
で
上
行
菩
薩
に
次
ぐ
無
辺
行
菩
薩
に
配
置
す
る
こ
と
は
、
自

ら
の
門
流
の
正
統
性
と
、
門
祖
を
聖
人
の
正
嫡
で
あ
る
こ
と
を
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主
張
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
53
） 『
宗
全
』
一
巻
一
五
頁

（
54
） 『
宗
全
』
一
巻
一
六
頁

（
55
） 『
宗
全
』
一
巻
八
九
頁

（
56
） 
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
編
『
御
法
門
御
聞
書
』（
大

本
山
光
長
寺
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
頁

（
57
） 『
宗
全
』
一
巻
二
二
九
頁

（
58
） 『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
四
十
、
五
二
三
頁

（
59
） 『
興
風
叢
書
〔
11
〕』
八
六
頁

（
60
） 『
興
風
叢
書
〔
11
〕』
八
八
頁

（
61
） 

右
同

（
62
） 

ち
な
み
に
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
再
誕・

化
身
な
ど
の
語
彙
を

改
め
て
確
認
す
る
と
以
下
の
様
に
な
る
。「
再
誕
」
…
…
一
度
死

ん
だ
も
の
が
、
姿
を
か
え
て
ふ
た
た
び
生
ま
れ
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
も
の
。
生
ま
れ
変
わ
り
。
再
生
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』

以
下
『
日
国
』
第
二
版
五
巻
一
三
一
一
頁
）

 

「
後
身
」
…
生
ま
れ
か
わ
っ
た
身
。
生
ま
れ
か
わ
り
。（『
日
国
』

第
二
版
五
巻
三
二
九
頁
）

 

「
応
化
」
…
〔
名
〕
仏
語
。
仏
、
菩
薩
が
世
の
人
を
救
う
た
め

に
、
時
機
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
姿
を
変
え
て
現
わ

れ
る
こ
と
。
応
現
。（『
日
国
』
第
二
版
二
巻
八
四
六
頁
）

 

「
化
身
」
…
①
仏
語
。
仏
の
二
身
（
法
身・

化
身
）、
ま
た
は
三

身
（
法
身・

解
脱
身・

化
身
あ
る
い
は
法
身・

応
身・

化
身
な

ど
）
の
一
つ
。
仏
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ

て
人
や
鬼
な
ど
の
姿
で
現
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
、
釈
迦
仏
な

ど
を
さ
す
。
応
身・

応
化
身・

変
化
身・

化
仏
な
ど
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
②
仏
語
。
転
じ
て
、
菩
薩
や
鬼
神
、
高
僧
な

ど
が
人
な
ど
の
姿
で
現
わ
れ
た
も
の
。（『
日
国
』
第
二
版
四
巻

一
三
四
二
頁
）

 

「
垂
迹
」
…
〔
名
〕（
古
く
は
多
く
「
す
い
し
ゃ
く
」。
迹
を
垂
れ

る
の
意
）
仏
語
。
本
体
で
あ
る
本
地
と
し
て
の
仏
や
菩
薩
が
、

そ
の
衆
生
を
済
度
（
さ
い
ど
）
す
る
目
的
で
、
仮
に
神
や
人
間

な
ど
の
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
。（『
日
国
』
第
二
版
七
巻

七
七
九
頁
）

 

　

再
誕・

後
身
は
生
ま
れ
変
わ
り
の
点
で
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、

応
化・

化
身・

垂
迹
は
仏
や
菩
薩
が
姿
を
変
え
て
現
わ
れ
る
と

い
う
点
で
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。

（
63
）
先
行
研
究
で
挙
げ
た
池
田
氏
の
論
稿
で
は
、
す
で
に
こ
の
日

全
の
主
張
及
び
日
祐
の
主
張
に
つ
い
て
日
興
門
流
の
法
義
と
親

近
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。（『
興
風
』
二
八
号

四
九
八
頁
）

（
64
） 『
宗
全
』
一
巻
二
三
八
頁

（
65
） 

右
同

（
66
） 『
宗
全
』
一
巻
二
五
一
頁

（
67
） 『
興
風
叢
書
〔
11
〕』
八
九
頁

（
68
） 『
宗
全
』
二
巻
三
五
九
頁

（
69
） 『
宗
全
』
二
巻
三
六
〇
頁

（
70
） 『
宗
全
』
二
巻
三
六
二
頁


